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 平成３０年第４回志木市議会定例会市長提出議案等概要  

 

企画部政策推進課 

 

 

１  第７１号議案 

 志木市監査委員の選任について（人事課） 

提案理由 

 志木市監査委員成田茂氏の任期は、平成３０年１１月３０日で満了となるが、

引き続き同氏を選任することについて同意を得たいので、地方自治法第１９６

条第１項の規定により、この案を提出する。 

２  第７２号議案 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて（人事課） 

提案理由 

 人権擁護委員中西喜代子氏の任期は、平成３１年３月３１日で満了となるが、

引き続き同氏を委員として推薦することについて意見を求めるため、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、この案を提出する。 

３  第７３号議案 

 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて（人事課） 

提案理由 

 人権擁護委員の武藤功氏の任期は、平成３１年３月３１日で満了となるため、

新たに木下武三氏を委員として推薦することについて意見を求めるため、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、この案を提出する。 

４  第７４号議案 

 平成３０年度志木市一般会計補正予算（第３号）（財政課） 

 要旨 

 今回の補正は、歳入歳出とも１億１，８３４万１千円を追加し、 

 予算総額を２４８億４，４０４万２千円とする。 

１ 主な歳入 

（１）障がい者自立支援給付費国庫負担金       ９７２万円 

（２）障がい者自立支援給付費県負担金        ４８６万円 

（３）財政調整基金繰入金            ８，４５０万９千円 

２ 主な歳出 

（１）人事異動等に伴う職員人件費の整理    △３，０５３万８千円 

（２）障がい者自立支援給付等事業        １，９４４万円 

（３）埼玉県議会議員一般選挙執行に要する平成３０年度所要額 

                          ７３０万１千円 

（４）民間保育園等運営改善費補助事業        ６０２万７千円 

（５）小学校施設整備事業              ６００万円 

（６）中学校施設整備事業              ３０２万４千円 

資料１ 
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 ３ 繰越明許費の設定 

４ 債務負担行為の設定 

５ 地方債の追加 

６ 補正後の財政調整基金の残高      ２２億１，５４９万１千円 

５  第７５号議案 

 平成３０年度志木市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（保険年金課）

 要旨 

今回の補正は、歳入歳出とも２億２，６９３万３千円を追加し、 

  予算総額を７６億５，２９９万４千円とする。 

 １ 歳入 

 （１）県支出金               ２億１，８５２万８千円 

（２）繰入金                    ８４０万５千円 

 ２ 歳出 

   保険給付費               ２億２，６９３万３千円 

６  第７６号議案 

 平成３０年度志木市志木駅東口地下駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

 （都市計画課） 

 要旨 

  今回の補正は、歳入歳出とも６７６万４千円を追加し、 

  予算総額を５，６７２万２千円とする。 

 １ 歳入 

   繰入金                     ６７６万４千円 

 ２ 歳出 

   駐車場事業費                  ６７６万４千円 

 ３ 繰越明許費の設定 

７  第７７号議案 

 志木市学童保育条例及び志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正する条

例（子ども家庭課） 

（１）提案理由 

    子ども・子育て支援法施行規則の改正に伴い、保育料の算定方法に係る

特例を設ける等をしたいので、地方自治法第１４条第１項の規定により、

この案を提出する。 

（２）要旨 

   ア 内容 

   （ア）保育料の算定方法に係る特例の設定 

   （イ）規定の整備 

  イ 施行期日等 

    ア（ア） 公布の日から施行し、平成３０年９月１日から適用 

    ア（イ） 公布の日 
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８  第７８号議案 

 志木市立秋ケ瀬運動場施設条例の一部を改正する条例（生涯学習課） 

（１）提案理由 

    秋ケ瀬総合運動場のテニスコートの砂入り人工芝コートを改修すること

に伴い、利用料金の改定をしたいので、地方自治法第２４４条の２第９項

の規定により、この案を提出する。 

（２）要旨 

   ア 主な内容 

     テニスコート（砂入り人工芝コート）の改修に伴う利用料金の改定 

   イ 施行期日 

     公布の日から起算して３月を超えない範囲において志木市教育委員会

規則で定める日 

９  第７９号議案 

 指定管理者の指定について（市民活動推進課） 

 （１）提案理由 

    市民会館の管理に関し、施設の設置の目的を効果的に達成するため、下

記の者を指定管理者として指定したいので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、この案を提出する。 

 （２）要旨 

   ア 施設の名称 

     志木市民会館 

   イ 指定管理者 

     公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社 

   ウ 指定の期間 

     平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

１０  第８０議案 

 指定管理者の指定について（都市計画課） 

 （１）提案理由 

    柳瀬川駅前自転車駐車場、志木駅前自転車駐車場及び志木駅東口地下駐

車場の管理に関し、施設の設置の目的を効果的に達成するため、下記の者

を指定管理者として指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、この案を提出する 

 （２）要旨 

   ア 施設の名称 

   （ア）柳瀬川駅前自転車駐車場 

   （イ）志木駅前自転車駐車場 

   （ウ）志木駅東口地下駐車場 

   イ 指定管理者 

     野里電気工業株式会社 

   ウ 指定の期間 
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     平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

１１  第８１号議案 

 指定管理者の指定について（生涯学習課） 

 （１）提案理由 

    市民体育館、武道館及び夜間照明施設の管理に関し、施設の設置の目的

を効果的に達成するため、下記の者を指定管理者として指定したいので、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。 

 （２）要旨 

   ア 施設の名称 

  （ア）志木市民体育館 

   （イ）志木市武道館 

   （ウ）夜間照明施設 

   イ 指定管理者 

     ミズノグループ 

（美津濃株式会社及びミズノスポーツサービス株式会社） 

   ウ 指定の期間 

     平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

１２  第８２号議案 

 指定管理者の指定について（生涯学習課） 

 （１）提案理由 

    八ケ岳自然の家の管理に関し、施設の設置の目的を効果的に達成するた

め、下記の者を指定管理者として指定したいので、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により、この案を提出する 

 （２）要旨 

   ア 施設の名称 

     志木市立八ケ岳自然の家 

   イ 指定管理者 

     株式会社塚原緑地研究所 

   ウ 指定の期間 

     平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

１３  報告第６号 

 専決処分の報告について 

 内容 

  自動車事故に係る損害賠償請求事件 

  支払額 ２４１，５９６円 

  （うち保険補塡額２４１，５９６円 責任割合１００パーセント） 
 


